
裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告の概要（案） 

―新たな人事評価制度の整備のために― 

                       平 成 １ ４ 年 ７ 月     日 

                       裁判官の人事評価の在り方 

                        に 関 す る 研 究 会 

 当研究会は，裁判官の職務の特性や裁判実務の実情を踏まえつつ，裁判官の資質

と国民の裁判官に対する信頼を高めるためには，どのような観点から裁判官の仕事振

りを評価し，どのような手順や方法で評価を実施することが適切かについて，多角的，

総合的に検討した。 

 

１ 評価の目的 

 

○ このような目的からすると，裁判官の人事評価においては，基本的には，短

期的な視点からの明確なランク付けは必ずしも必要ではなく，むしろ，長期的な

視点からの評価とその集積が重要となる。 

 

２ 評価制度を整備する上での基本理念 

 

○  裁判官の職務の特性から特に重要な職権行使の独立の原則にかんがみ

ると，裁判官の人事評価を行うに当たっては，係属中の事件について，その裁

判の内容， 審理の方法，事実認定，法令の解釈・適用に影響を及ぼすことや，

確定裁判について，その内容の当否を問題とすることは許されない。 



 

３ 評価基準（評価項目，評価形式等） 

(1) 裁判官に求められる資質・能力 

 

○ 事件処理能力としては，具体的事件の各手続段階において，適正，迅速，

公正妥当に判断を形成し得る資質・能力（法的判断能力）と，そのような判断に

基づいて手続を適切に運営する能力（手続運営能力）が求められる。 

○ 組織運営能力としては，事件処理及び司法行政の両面において，職員に対

する指導，部の運営等を適切に行い得る資質・能力が求められる。 

○ 裁判官の人格的資質も，裁判官の職務遂行に関連するものについては，執

務能力を支える基礎として，評価項目とすることが必要である。 

(2) 評価項目及び評価形式の在り方 

 

○ 具体的な評価項目及びその評価の視点については，別紙１「評価項目及び

評価の視点」参照 

○ いわゆる目標管理の手法に基づく業績評価については，裁判官の職務の

特性に照らすと，導入することはできない。 

 

４ 評価の手続 

(1) 評価者 



 

○ 第二次評価者の役割は，自ら得た情報に基づく評価の調整と補充である。

なお，高等裁判所所属の裁判官については，第二次評価は行わない。 

(2) 評価情報の収集方法 

 

ア 部総括裁判官，同僚裁判官，裁判所職員等からの情報収集 

 

○ 評価者と被評価者との面談制度を導入することにより，同僚裁判官か

らの情報を得ることもでき，情報源の多元化にも資することができる。 

イ 上級審裁判官からの情報を取り入れることの当否 

 

ウ 本人の意向を汲み取る方法 



 

○ このような制度を設けることは，評価の客観性を担保する上で有益で

ある。評価に関する評価者の認識を本人にフィードバックすることにより，

自己研さんや能力開発に資する。また，評価に対する本人の納得性を高

めることにもつながる。 

エ 裁判所外部の見方に配慮する方法 

 

○ 裁判所外部からもたらされる様々な情報を評価に取り入れるについ

ては，被評価者に事実関係を確認した上ですることが必要である。 

○ なお，当事者，代理人等裁判所外部の者からもたらされる情報の中

には，裁判官の執務や裁判所の運営の改善に対して参考 となる意見が

含まれていることがあるが，それらについては，評価の問題とは切り離し

て，研修その他の場を通じ，裁判官の執務や裁判所運営に生かすことが

望 まれる。 

(3) 評価の実施時期 

 

○ 毎年，一定の時期に評価を行うことが適当である。 

 

５ 本人への開示及び不服がある場合の手続 

(1) 本人への開示 



 

○  開示の基本的な意義は，制度の透明性を高めることにあるが，更に，開示

された評価について被評価者に意見を述べ，評価を是正する機会を提供するこ

とによ り，評価の適正さを担保するとともに，被評価者の納得を高める機能が

期待できる。また，被評価者に対し自己研さんや能力開発の機会を与える。 

(2) 不服がある場合の手続 

 

○ 具体的な手続については，別紙２「不服がある場合の具体的な手続」参照 

 

６ 制度化の方法 

○ 裁判官の人事評価制度は，憲法７７条１項が最高裁判所に規則制定権を与

えている「裁判所の内部規律…に関する事項」に該当し，裁判官の職務の特質，

実情等をよりよく踏まえた制度を整備するとの観点からも，最高裁判所規則によ

り定めることが憲法の趣旨に適う。 

 

７ 終わりに 

○ 裁判官の人事評価制度は，裁判官の資質・能力を適正に評価でき，その意

欲の向上に資するものでなければならな いが，裁判官の職務が多面的かつ総

合的な資質・能力を要するものであることに加え，評価資料の収集についても，

その職務，身分の特性から特別な配慮を要す る点があるため，評価の実施に

はもともと大きな困難が伴っている。また，当研究会が提言した裁判官の人事評

価制度には，裁判所にとって未経験の全く新たな 試みがいくつも含まれている。



それだけに，その制度化や実施の段階においては，様々な問題に直面すること

が予想される。今後，裁判所において，裁判官の人 事評価制度の整備に取り

組むに当たっては，その運用について不断の検証を行うとともに，そこに現れた

問題を克服するために，叡智をもってかつ柔軟に対応し ていくことが求められ

よう。 

○ 裁判所においては，当研究会が示した考え方を踏まえ，新たな裁判官の人

事評価制度を整備するとともに，適正に人事評価を行い，その結果を適切に人

事に反映することによって，裁判官の資質と国民の裁判官に対する信頼とを一

層高めていくことに努めるよう期待したい。 

 



（別紙１） 評価項目及び評価の視点 

 

 

① 事件処理能力 

○ 法的判断能力（裁判手続における判断者としての資質・能力） 

・ 具体的事件の各手続段階において，適正，迅速，公正妥当に判

断を形成し得る資質・能力 

・ 文章式で評価する際の視点（考慮要素）としては，法的知識の正

確性・十分性，法的問題についての理解力・分析力・整理 力・応用

力，事実整理（争点整理）能力，証拠を適切に評価する能力，法的判

断を適切に表現する能力，合理的な期間内に調査等を遂げて判断を

形成する能力等 が挙げられる。 

○ 手続運営能力（裁判手続の主宰者としての手続運営能力） 

・ 上記判断に基づいて手続を適切に運営する能力 

・ 文章式で評価する際の視点（考慮要素）としては，法廷等における

弁論等の指揮能力，当事者との意思疎通能力，和解等における説得

能力，合理的な期間内に手続を進行させる能力，担当事件全般を円

滑に進行させる能力等が挙げられる。 

② 組織運営能力 

・ 職員に対する指導，部の運営その他について，事件処理及び司

法行政の両面において必要とされる資質・能力 

・ 文章式で評価する際の視点（考慮要素）としては，評価対象者の

職務内容等に応じて，部の運営等司法行政面での創意・工夫，職員

に対する指導能力，職員・裁判官等への対応の適否等が挙げられ

る。 

③ 一般的資質・能力 

・ 職務との関連で求められる裁判官としての一般的資質・能力 

・ 文章式で評価する際の視点（考慮要素）としては，裁判官に求めら

れる識見に関し，幅広い教養に支えられた視野の広さ， 人間性に対

する洞察力，社会事象に対する理解力等が，人物・性格面に関し，廉

直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力，自制心，決断力，慎重さ，注

意深さ， 思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，

積極性等が挙げられる。 

④ その他 

 評価項目自体ではないが，健康面で特記すべき事柄があれば，そ

れを記載するほか，評価に当たって参考となる事項等を記載する。 



（別紙２） 不服がある場合の具体的な手続 

 

 

〔地方裁判所・家庭裁判所所属の裁判官の場合の具体的な手続の流れ〕 

① 第一次，第二次評価者による各評価 

 

② 所定の期間内に第二次評価者に対する開示の申出 

 

③ ②の申出をした者に対する評価書面の写しの交付 

 

④ 評価の内容について不服のある者が所定の期間内に不服の申

出（この申出は，不服の理由を具体的に記載した書面を提出する方

法により行う。） 

 

⑤ 第一次評価者が被評価者，部総括裁判官その他関係者との面

談等による事実の確認（必要に応じて） 

 

⑥ 第一次評価者による評価の再考 

 

⑦ 第二次評価者が被評価者，第一次評価者その他関係者との面

談等による事実の確認（必要に応じて） 

 

⑧ 第二次評価者による評価の再考 

 

⑨ 第二次評価者から被評価者に対する評価の再考（⑥及び⑧）の

結果の通知 

ａ 修正した評価書面の写しの交付 

ｂ 評価の不修正の通知 

 

＊ 高等裁判所所属の裁判官のように，第二次評価がなされない場

合は，第一次評価者による評価を対象に，①ないし⑥及び⑨の手続

が採られる。 

＊ 評価者による再考の結果に不服がある場合の取扱いとしては，

再考の結果の通知（⑨）を受けてから所定の期間内に更に不服の理

由を記載した書面を提出することができるものとする。 

＊ 以上の過程については，その経過の概要を記録するとともに，被



評価者の不服の理由を記載した書面等を人事記録と一体として保管

することによって記録化する。 


